
令和８年１月３０日 

宮城県議会議長 佐々木 幸士 殿 

 

                            宮城県議会議員 

                            代表者（議員）  渡辺 忠悦 

 

海 外 行 政 視 察 報 告 書 

 

 このことについて、下記のとおり海外行政視察を終了したので報告します。 

 

記 

 

１ 期  間  令和７年１１月３日から令和７年１１月８日まで（６日間） 

 

２ 視 察 地  ニュージーランド 

 

３ 構成議員  渡辺 忠悦、佐々木 奈津江、平岡 静香 

 

４ 調査目的  （１）宮城県の再生可能エネルギーの施策推進のための提言を行うため 

        （２）学習障害のある方とご家族が安心できる環境づくりを推進するための提言を行うた

め 

 

５ 事前研修等の実施状況、調査結果及び得られた成果及び県政への反映方策 

  （詳しい調査結果は、別添報告書のとおり） 

 （１）事前研修の実施状況 

構成議員による意見交換会        ４回 

執行部事業概要説明           ２回 

地球科学者（地熱資源専門）による講義  ２回 

    

 （２）調査結果及び得られた成果及び県政への反映方策 

    宮城県の再生可能エネルギーの施策推進については、環境省の「再生可能エネルギー情報提供シス

テム」（REPOS）の公表により、本県は、地中熱の利用可能熱量のポテンシャルが東北地方の中でも

特に高い地域であることが明らかになっている。世界3位の地熱資源を有する本国において、科学ア

セスメントにより、既存の資源が持続的に活用することが可能になることを、県民に対して周知する

よう、県に要望する。 

    学習障害のある方とご家族が安心できる環境づくりの推進については、ニュージーランドにおけ

るディスレクシア（読み書き障害）支援体制を参考として、早期特定によって適切な初期支援につな

げることで適切な学び方を保障できるように、知事に対して政策提言を行う。 

以上 

 



 

 
 

令和7年度 

宮城県議会海外行政視察報告書 
「ニュージーランドにおける地熱資源の活用等に関する視察」 

 

 
 

 

令和7年（2025年）11月 
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１．はじめに 

  ニュージーランドにおける地熱資源の活用等に関する視察団 

   団長 渡辺 忠悦   

 

 

本県では「宮城県地域と共生する再生可能エネルギー等・省エネルギー促進条例」及び「宮城

ゼロカーボンチャレンジ 2050戦略」に基づき、再生可能エネルギー導入を推進しております。特

に、安定的な資源である地熱資源は、脱炭素社会の現実に向け重要な選択肢であります。 

本調査は、地熱資源活用の先進国であるニュージーランドにおける制度、技術、地域利用の実

態を把握するとともに、教育・福祉分野への波及効果を調査し、本県施策への具体的示唆を得る

ことを目的として実施いたしました。 

ニュージーランド政府は、2030年までに電力の再生可能エネルギー比率 100％を目標としてお

り、その中核を担うのが地熱発電であります。同国は地熱資源量が日本の 6分の１以下であるに

もかかわらず、国内電力の 20％を地熱で賄っております。現在、ニュージーランド政府は、地熱

戦略について協議を行っています。将来的には、主要エネルギーとするため、2040年までに利用

量を倍増することも検討されています。 

調査団は、令和 7 年 11 月 3 日から 11 月 8 日までの 6 日間、ロトルア、タウポを中心に、地熱

発電所、関連産業、研究機関、公共施設、教育・福祉機関を視察して参りました。教育分野では、

ニュージーランドのディスレクシア支援を調査する機会にも恵まれました。 

ニュージーランドでは、地熱資源を「地域の共有財産」として捉え、発電、産業、福祉、教育、

観光へと多面的に活用することで、脱炭素化と地域活性化を同時に実現しております。 

本県においても、地熱資源の特性を踏まえた段階的導入、公共施設からの展開、産業利用の促

進を図るとともに、教育・福祉分野と連携した政策形成を進めることが重要であります。 

本調査結果を踏まえ、今後、具体的施策について議会等において積極的に提言してまいります。 

 

主な調査結果 

(1)地熱資源管理制度と地域合意形成 

ロトルア及びベイオブプレンティ地方評議会において、RMA(資源管理法)に基づく地熱資源管理

体制について調査を行った。 

ニュージーランドでは、地熱資源を「有限かつ共有の公共資源」と位置づけ、地下圧力・温度・

化学成分を継続的にモニタリングし、資源の枯渇や地盤沈下を未然に防止している。 

また、地熱開発にあたっては、先住民マオリ族を含む地域住民との協議を制度的に義務付けて

おり、経済的利益の還元、文化的価値の尊重を通じて、長期的な合意形成が図られている点が極

めて印象的であった。 

 

(2)地熱の直接利用と農業分野への展開 

プレンティ フローラ地熱温室ハウスでは、地熱熱水を利用したガーベラ等の花卉栽培が行われ

ていた。 

この施設では、化石燃料を使用せず、年間を通じて安定した温度管理が可能となっており、エ

ネルギーコスト削減と品質の均一化を実現している。地熱は発電のみならず、農業の高付加価値

化に寄与する有効な手段であることが確認された。 
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(3)公共施設・福祉施設における地熱利用 

タウポ市では、国立病院、中学校、介護施設において、地熱が暖房や厨房等に活用されていた。

特に病院・介護施設では、安定した暖房供給により利用者の健康維持に貢献するとともに、エネ

ルギーコストの大幅削減が図られている。加えて、災害時にも継続利用可能な点から、地熱が地

域のレジリエンス強化に資することが確認された。 

 

(4)カスケード利用による産業振興 

テノン社では、地熱発電所からの排熱を利用した木材乾燥工程を視察した。高温から低温まで

段階的に熱を利用する「カスケード利用」により、燃料費削減と乾燥時間短縮を実現しており、

地域産業の競争力向上に寄与している。Geo40では発電所の地熱廃水からシリカとリチウムを抽出

し、製品化および輸出に成功していた。また、フカ プラウンパークでは、地熱発電所の熱水を利

用した熱帯エビ養殖が行われており、エネルギーの有効活用が新たな産業創出につながっていた。 

 

(5)地熱発電技術と新エネルギー分野 

ワイラケイ、テ・ミヒ、タウハラ、テ・フカ各地熱発電所では、世界で最初のフラッシュタイ

プ発電を含む先進技術を調査した。 

さらに、ハルシオンパワー社では、地熱電力を活用したグリーン水素の製造・輸送・輸出事業

が進められており、地熱が次世代エネルギー分野の基盤となり得ることを実感した。 

 

(6)公共サービス及び教育・福祉分野への波及 

地熱で加温された市民温水プールは、低料金で通年利用が可能となっており、市民の健康増進

とエネルギー理解の促進に寄与していた。 

また、ディスレクシアをはじめとする学習障害のアセスメント及び支援プログラムについて、

ディスレクシア アセスメント専門のジョセリン・モイール氏より調査を行った。早期評価と教育

現場への支援体制が確立されており、包摂的な社会形成の重要性を学んだ。 

 

(7)地熱資源の科学モデリング 

ニュージーランド地質核科学研究所である GNS サイエンスにおいて、地熱資源の科学モデリン

グについて学んだ。地熱資源を Numerical Model（数理モデル）にしたデータは、地熱開発におけ

る全行程において活用される。住民への開発説明においても欠かせない。地熱資源を持続的に活

用する上で科学的データは必須である。 

 

(8)MB Centuryの地熱資源掘削技術 

世界クラスの再生可能エネルギーソリューションプロバイダーである MB Century では、日本の

3 分の 1 にあたる 40 日間で掘削を行うことができる。日本の開発で壁となる時間とコストを克服

する上で技術を参考にできるのではないか。 

 

(9)テ・プイアにおいて地熱の文化的価値についてマオリ族と意見交換 

マオリ文化の保存と地熱地帯を体験できる国立施設であるテ・プイアは、地熱地帯を乱開発か

ら守りながら観光資源として適切に管理することで、地域経済の活性化にもつなげている。祖先

から継承された宝を大切にしながらも、観光を通じた活用によりマオリの人々のアイデンティテ

ィを守っていることがわかった。 
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２．ニュージーランド概要 

（１）ニュージーランドの基礎データ 

≪一般事情≫ 

面積：27万534平方キロメートル（日本の約4分の3） 

人口：約530万人（2024年12月ニュージーランド統計局） 

首都：ウェリントン市（約20万9,900人 / 2024年ニュージーランド統計局） 

民族：欧州系（67.7％）、マオリ系（17.7％）、太平洋島嶼国系（8.8％）、アジア系（17.2％） 

その他（1.1％）（2023年国勢調査） 

言語：英語、マオリ語、手話（2006年以降） 

宗教：キリスト教32.3％、無宗教51.5％（2023年国勢調査） 

略史： 

10世紀後半 マオリ族がニュージーランドに渡来 

1642年 タスマン（オランダ人探険家）により発見される 

1769年 クック（英国人探険家）南北両島を探検 

1840年 英国代表と先住民マオリの伝統的首長との間でワイタンギ条約署名 

1907年 英国自治領となる 

1947年 英国のウェストミンスター法受諾（英国議会から独立した立法機能取得） 

 

≪政治体制・内政≫ 

政体：立憲君主国（元首は英国王） 

議会：一院制（123名、任期3年） 

連立与党 国民党49、ACT党11、ニュージーランドファースト党8 

野党   労働党34、緑の党15、マオリ党6 

政府：国民党・ACT党・ニュージーランドファースト党による3党連立政権 

首相：クリストファー・ラクソン（国民党） 

外務大臣：ウィンストン・ピーターズ（ニュージーランドファースト党） 

内政：2023年11月に6年振りの政権交代。 

国民党（第一党）、ACT党及びニュージーランドファースト党の3党連立政権が誕生。 

 

≪外交≫ 

豪州、米国、日本、中国を含むアジア太平洋地域との関係強化、太平洋島嶼国中心の支援、 

非核政策の堅持等が外交の基本政策 

 

 

≪経済≫ 

全物品輸出額の約7割が農林水産品（中国25%、豪州13%、米国12%、日本5.4%） 

主要産業は第1次産品（乳製品、肉類、木材・木製品、果実類、水産品、ワイン、 

羊毛類が7割程度を占める）であるが、最近では、水素を含む再生可能エネルギー事業、 

宇宙航空産業等の新たな産業も見られる。 

 

出典：外務省「外務省基礎データ」、国土交通省国土政策局「各国の国土政策の概要」 
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Dr. Greg Bignall作成、栗村亜紀氏翻訳        
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Dr. Greg Bignall作成、栗村亜紀氏翻訳       
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（２）事前研修 

① 執行部事業概要説明 

 

9 月 18 日（木）宮城県環境生活部環境政策課 

〇 資 料 

・地熱発電について（非公開） 

・地熱発電事業における環境影響評価の手続きについて（非公開） 

・環境省「環境アセスメント制度のあらまし」 資料１ 

 

〇 内 容 

マグマだまり（1000 度程度）→地熱（150～350 度）→地熱（30～80 度）→地中熱（15～25 度） 

              ≪地熱発電≫     ≪直接利用≫    ≪地中熱利用≫ 

 

地熱利用 ：火山や温泉地の周辺など、通常より地下の温度が高い地域で、天然の温泉や蒸気、 

または熱交換した温水を利用して、発電や加温を行う。 

地中熱利用：通常の地下温度の地域で、地温が年中一定であることを利用。地下との熱交換により、 

      冷暖房などを省エネ・節電で行う。 

 

フラッシュ方式：・地下から噴出する熱水・蒸気により直接タービンを回転させて発電する方式 

        ・主に 200 度以上の熱水・蒸気を利用し、大規模発電所で用いられる方式 

バイナリー方式：・低温の熱水により二次媒体を気化させ、タービンを回転させて発電する方式 

        ・80 度以上の源泉などを利用し、主に小規模で用いられる方式 

 

各国の地熱資源量と地熱発電設備容量 

国 名 地熱資源量（万 kW） 地熱発電設備容量（万 kW） 

アメリカ合衆国 3,000（世界第 1 位） 372（世界第 1 位） 

インドネシア 2,779（世界第 2 位） 186（世界第 2 位） 

日本 2,347（世界第 3 位） 61（世界第 10 位） 

ニュージーランド 365（世界第 9 位） 98（世界第 4 位） 

地熱資源量は JICA 作成資料（平成 22 年）及び産業総合技術研究所作成資料（平成 20 年）等より抜粋して作成 

地熱発電設備容量は BP ’Statistical Review of World Energy2018’等より抜粋して作成 

 

 

国内の地熱発電の状況 

・日本の主要な地熱地域は、火山が多く地熱資源が豊富な東北と九州 

・北海道も地熱資源が豊富だが、送電網のない山岳地などが主でほとんど未開発 

・一部地域（中部・北陸等）実際より高くポテンシャル評価されているとの指摘も 

・宮城県は全国 19 位のポテンシャルがあり、奥羽山脈に沿って、栗駒山・新雄岳・蔵王周辺に賦存。 

 1975 年に大崎市鳴子温泉鬼首地区（栗駒国定公園第一種特別区域内）に設置。2023 年施設更新を

完了し再稼働開始。発電出力 14,900kW（フラッシュ方式）で、県内再エネ電力の約 4%を発電。 
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地熱発電の特徴 

・安全・安心・頼れる再生可能エネルギー 

 純国産エネルギー（燃料の輸入が不要）、余剰熱の有効利用（地域産業の活性化） 

 安定電源（天候・昼夜・季節を問わず発電）、地球にやさしい電源（CO2 の排出量が少ない） 

・地熱発電所 1 万 kW で約 12,900 世帯分を賄える。一方、太陽光発電 1 万 kW で約 2,200 世帯分。 

・地熱発電開発の流れ 

概要 → 精査 → 評価・計画 → 許認可手続 → 建設 → 発電所運転 

 

 第一種事業 出力 1 万 kW 以上 

       環境アセスメントの実施が義務付けられている事業 

 第二種事業 出力 7500kW 以上 1 万 kW 未満 

       事業の規模や影響の程度に応じて、個別にアセスメントの要否が判断される事業 

 

条例アセス（地方自治体による環境影響評価） 

 地方自治体の条例に基づき、地域の特性に応じた基準で実施される環境アセスメント。法アセス

の対象とならない規模等が小さい事業なども、各自治体の判断により対象となる場合がある。 

 

 

資源リスク  ：探査をしても採算が見合わないと判断され、開発に至らないリスクがある 

リードタイム ：初期の調査から運開まで 10 年以上かかり、コスト回収まで長期投資が必要 

自然公園・国有林：許認可に時間がかかる、または許認可が下りない場合もある 

温泉との共生 ：温泉に悪影響を及ぼすとの懸念を払しょくするため時間をかけた理解促進が必要 

 

社会システム： 

 搬入路新設費用、送電網の新設費用、グリッド問題、各種手続きの煩雑さ、環境アセス他 

・県内の地熱開発の状況 

- 県内でも複数の資源量調査が実施されており、環境省ガイドラインに基づき地域協会を設置 

 - 温泉法や自然保護法など関係法令が多岐にわたり、また地域共生型事業にわたり、また、地域

共生型事業の実施が重要であることから、県関係課（環境政策課、自然保護課当）もオブザー

バーとして地域協議会に参加。 

 - 地元団体や源泉所有者、自治体との合意形成が進まず、協議会設置を断念、資源量調査を実施

できなかった事例も。 

 

 

 

 

 

地 

元 

理 

解 

約 2 年 約 3 年 約 3～4 年 約 3～4 年 

地表調査 掘削調査 調査（調査井掘削等）  

事 環 

業 境 

化 ア 

判 セ 

断 ス 

生産井・還元井掘削 発電設備設置 

調 査  探 査 開 発 生 産 

重力探査

等を実施

し、地下

の構造を

把握 

実際に井

戸 を ほ

り、地下

の詳細構

造を把握 

小口径の調査井を掘削

し、上記の噴出量等を確

認し、持続的な発電の可

能性を評価 

大口径の坑井を

掘削し発電に供

する蒸気を回収 

環境影響評価を

踏まえ、パイプ

ライン等の設備

設置や発電所を

建設 
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・国・県による支援 

 国事業 JOGMEC（エネルギー・金属鉱物資源機構）助成金 

     固定価格買取制度（FIT）による売電（資源エネルギー庁） 

「地熱開発加速化パッケージ」（2024） 

 県事業「みやぎ二酸化炭素排出削減支援事業」等 

 

地熱発電事業に係る県内のアセス手続き実施状況（手続終了1件、手続中1件） 

〇鬼首地熱発電所設備更新計画    ・・・電源開発（株） 法第 1 種：出力 14900kW 

 昭和 50 年に運転開始した施設の老朽化に伴う設備更新計画について、平成 28～30 年にかけて 

手続きが行われ、令和 5 年 4 月から再稼働 

 

〇高日向山地域地熱発電計画（仮称） ・・・電源開発（株） 法第 1 種：出力 15000kW 級 

 アセス手続中、令和 7 年 4 月に配慮書手続終了 
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10 月 2 日（木）宮城県保健福祉部精神保健推進室 

〇 資 料 「宮城県の発達支援施策について」 資料２ 

 

〇 内 容（令和 7 年 10 月 2 日時点の取組） 

１．発達障害者支援法及び国の支援施策 

・発達障害者支援法の全体像 

平成 28 年 5 月 超党派の議員立法により「発達障害者支援法の一部を改正する法律」成立 

主な趣旨：〇発達障害者に対する障害の定義と発達障害への理解の促進 

      定義 発達障害＝自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害 

              学習障害、注意欠陥多動性障害などの脳機能の障害で、 

              通常低年齢で発現する障害 

     〇発達生活全般にわたる支援の促進 

     〇発達障害者支援を担当する部局相互の緊密な連携の確保、関係機関との協力 

体制の整備等 

      【都道府県】発達障害者支援センター（相談支援・情報提供・研修等）、 

            専門的な医療機関の確保等 

      【国】   専門的知識を有する人材確保（研修等）、調査研究等 

 

・発達障害者支援法の一部を改正する法律概要 

 平成 28 年の改正では、発達障害のある方への支援の一層の充実をはかるため、法律の全般

にわたって改正が行われた 

 

２．宮城県の発達障害者支援施策 

  ・宮城県の発達障害児者支援の計画・方針 

   ライフステージに応じて身近な地域で支援を受けられる体制構築 

   -障害福祉計画（第 7 期障害福祉計画・第 3 期障害児福祉計画） 期間 令和 6～8 年度 

   -第 8 次地域医療計画                    期間 令和 6～11 年度 

 

  ・宮城県における発達障害児者総合支援事業 

   - 発達障害者支援センター運営事業 

    - 発達障害者地域支援マネージャー配置事業 

   - 障害児等療育支援事業 

   - 発達障害者支援推進会議 

   - 発達障害者家族支援事業 

   - 発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業 

 

  ・宮城県の発達障害児者支援体制について 

- 一次支援機関（障害児等療育支援事業） 

 発達の気になるお子さん・発達障害がある成人期の方（疑い含む）やそのご家族、支援者

の方が、身近な地域で療育をはじめとした支援上の相談ができる。 

    - 二次支援機関（発達障害者地域支援マネージャー） 

    発達障害のある方やご家族が身近な地域で支援を受けられる体制をつくるため、各圏域の 

「発達障害地域支援マネージャー」の配置を進めている。 

    - 三次支援機関（発達障害者支援マネージャー） 

発達障害者支援センター「県直営センター」（主に子ども 18 歳未満を対象） 

発達障害者支援センター「えくぼ」（主に大人 18 歳以上を対象） 
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３．宮城県の主な事業実績 

 

障害福祉計画（第 6・7 期）・障害児福祉計画（第 2・3 期）                

 
成果目標項目 

令和 4 年 

目標 実績 

令和 5 年 

目標 実績 

令和 6 年 

目標 実績 

令和 7 年 

目標 

令和 8 年 

目標 

 

発 

達 

障 

害 

者 

等 

に 

対 

す 

る 

支 

援 

発達障害支援地域協議会

の開催（回） 2 0 2 1 1 1 1 1 

発達障害者支援センター

による相談支援（件） 800 821 800 611 830 454 830 830 

発達障害者支援センター

及び発達障害者地域支援

マネージャーの関係機関

への助言（回） 

363 836 399 840 840 837 840 847 

発達障害者センター及び

発達障害者地域支援マネ

ージャーの外部機関や地

域住民への研修、啓発（人） 

61 138 67 124 140 118 140 147 

ペアレントトレーニング

やペアレントプロラム等

の支援プログラム等の受

講者数（保護者）及び実施

者数（支援者） 

64 68 96 39 70 96 70 70 

ペアレントメンターの 

人数 20 23 20 23 23 20 25 25 

ピアサポートの活動への

参加人数 
53 166 77 131 170  100 170 178 
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② 地球科学者（地熱資源専門）による講義 
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9月26日（金）地熱：熱水のパワー（地球のエネルギーはこうして使うことができる） 
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19 
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9月29日（月）宮城県議会地熱資源活用調査団2025年11月 ニュージーランド視察のあらまし 
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